
東松島市で創業を考えている方へ

するなら で！

対象者

 市内で創業を希望する方に対して、経営、財務、人材育成、販売手法等といった創業に

関する様々なお悩みに専門家が個別に相談に乗ります。

・市内において創業した方（創業後おおむね5年未満の者に限る。）
・市内において創業する意欲のある方
・東松島市創業支援補助金の申請者

利用時間 利用回数

　１回の利用については　　　　
　概ね２時間以内

　　同一の利用者が
　　利用できる回数は5回まで

利用料金 市登録アドバイザー

　無料 　経営士・中小企業診断士・税理士

利用手順（※利用希望者の方は①と④を行います）

①利用希望者が、市に利用希望申請書を提出
　（希望日時は、アドバイザーと日程調整を行うため、複数日記入してください。）
②（市が）アドバイザーと日程調整
③利用希望者へ利用決定通知を送付
④相談

お問い合わせ

 東松島市役所産業部商工観光課　商工振興・企業誘致係

 電話 ： 0225-82-1111（内5153）　　　FAX ： 0225-87-3804

 E-mail ： syoko@city.higashimatsushima.miyagi.jp

市ホームページは
　　↓こちら↓

mailto:support@iss-net.jp


    八木　寛彰　氏
   （八木経営士事務所代表）
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　  専門分野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 経営、財務、事業承継、人材育成

         　　　　　　　　　　　　　　　保有資格

　　　　　　　　　　　　　　             経営士、AFP、国家資格２級ファイナンシャル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・プランニング技能士等

 　髙橋　囲　氏
　（髙橋囲税理士事務所／きとみ税理士法人代表社員）
 

         　　　　　　　　 　　　　　　　 　　専門分野

　　　　　　　　　　　　　　　         　税に関すること、会計

　　　　         　　　　 　        　 保有資格

　　　　　　　　　　　　　　　        　 税理士

～創業アドバイザーの紹介～

 　高橋　香代子　氏
　（オフィスかよこ 中小企業診断士）
 

         　　　　　　　　         　　専門分野
　　　　　　　　　　　　　　　    　　　創業支援、マーケティングビジネスプラン策定支援

　　　　         　　　　 　　　　　　保有資格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中小企業診断士


